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はじめに 

中国は、隣国ロシアとの二国間関係を「パートナーシップ」の枠組みの中

で構築してきた。中国は政治、経済、軍事と多角的にロシアとの関係を深化

させつつ、両国を含む多国間の枠組みを次々と創設し、まさに「新時代の全

面的戦略協力パートナーシップ」を築いている。 

その一方で、中露がパートナーシップに替えて軍事同盟を形成するのでは

ないか、という議論は広く関心を集めてきた。中露関係を規定する条約であ

る中露善隣友好条約1の更新期限を 2021 年に控えて、同条約に相互防衛条項

が追加され中露軍事同盟が結ばれる可能性についてさかんに報じられたのは

記憶に新しい。中露両国はこれまで繰り返し同盟形成を否定しているが、

2022 年 2 月 24 日のロシアによるウクライナの全面侵攻が開始された影響も

あってか、中露の軍事同盟形成の可能性については、後述のとおり様々な角

度から分析した論文が現在まで発表されている。 

本研究は、「同盟の効果」という観点から、上記の問いに答えることを目的

とする。具体的には、中露同盟の形成はパートナーシップ関係を維持する以

上の利点があるのかについて、マイケル・アルトフェルド2が示した、同盟に

係る期待効用理論に着目して考察する。 

アルトフェルドの理論は、各国政府が軍事同盟の形成を選択するプロセス

について、①安全、②富、③自律性の３つを効用関数として定量的に分析す

るものである。本理論は、中国がロシアとの同盟形成を選択するかを検証す

る分析枠組みとしては適しているものの、昨今のグローバル化に伴う経済の

複雑化、各国政府の発表に見え隠れする情報統制により、分析手法を定量的
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とすることは妥当とは言えない。そこで本稿では、アルトフェルドの理論を

定性的な分析枠組みとして採用する。まず、アルトフェルドの理論について

整理した上で、中露パートナーシップを概括し、中露協力の実態について、

効用関数である①安全、②富、③自律性を軸に分析を行う。 

結論として、中国がロシアとの関係をパートナーシップから同盟へ変更し

た場合、効用関数はいずれも極大化されない。つまり、中露同盟形成による

効果は限定的であることから、中国にとっては現状維持が最も合理的である

と本稿は主張する。ただし、中国が今後も中露パートナーシップを維持して

同盟を形成しないことは、中露関係の伸展に限界があることと同意ではない。

又、国家が常に合理的選択をするとも限らない。したがって、中露関係に注

目し続けることは、我が国の安全保障にとって必要不可欠であるという展望

を描く。 

本稿の構成は、次のようになる。第 2 章において、先行研究を概観し、研

究の意義について述べる。第 3 章は、アルトフェルドの同盟の期待効用理論

について説明する。第 4 章では、中露のパートナーシップの変遷を概括した

上で、アルトフェルドの理論において示された 3 つの効用関数である①安全、

②富、③自律性の観点から、パートナーシップにおける中露協力の実態を詳

述する。第 5 章においては、中国にとって中露関係は、同盟よりパートナー

シップである利点の方が大きいと主張する。終章では、パートナーシップの

拡張性と同盟の関係について言及する。 

 

２ 先行研究と研究の意義 

フェン・フイユン及びフー・カイによれば、中露が軍事同盟を結ばない理

由に関する先行研究は、①便宜上の枢軸、②ソフト同盟、③一極化症候群の

3 つに大別される3。①便宜上の枢軸とは、中露間には根深いイデオロギー的、

歴史的、地政学的相違があるため、同盟を結ぶには至らないというものであ

り、②ソフト同盟は、軍事同盟の追求には消極的であるものの、米国を共通

の外的脅威として現行のパートナーシップ関係が将来、本格的な同盟となる

可能性を指摘する。③一極化症候群は、米国と他の国々との間の大きな力の

不均衡という構造的障害により、中露が米国と正面から対立する同盟を結ぶ

ことを回避しているというものである。 

これらの議論に加え、近年はより多角的な研究が発表されている。例えば、

同盟形成の意思決定における指導者の役割に注目した信念のバランス議論4
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や軍事連携に係るフレームワーク5が提起された他、中国の専門家コミュニテ

ィ内の中露関係に係る論調から中国の国内事情に迫る6といった研究が挙げ

られる。ウクライナ戦争の長期化に伴い、中露関係に向けられる関心は益々

高まっているといえよう。 

では、果たして中国は、中露関係をパートナーシップから同盟へと変更す

るのであろうか。そもそも同盟形成により獲得が期待される利点は、現行の

パートナーシップでは得られていないのか。中露同盟の形成はどのような効

果があり、それは中国にとって政策を変更する動機たり得るのか。これまで

の研究では、これらの点が十分に論及されてこなかった7。 

そこで本稿では、これまでパートナーシップの下で推進された中露協力の

実態について、アルトフェルドの同盟の期待効用理論に基づいて分析し、パ

ートナーシップの利点及び同盟形成の非合理性を明らかにする。パートナー

シップを同盟理論から検証し、その上で中露関係を考察することには、一定

の研究上の意義があると考える。 

 

３ 同盟の期待効用理論 

グレン・スナイダーによれば、同盟とは「加盟国の安全もしくはその勢力

の増強を意図した、他の諸国家に対する軍事力の行使のための諸国家の公式

の結びつき」をいう8。同盟の主たる利益は、安全保障の確保である。一方、

不利益としては、望まない国際危機や戦争に巻き込まれる恐怖や同盟国に見

捨てられる恐怖から、行動の自由が制限されるコストが発生する点が挙げら

れる9。これがいわゆる同盟のディレンマであり、同盟国はこの同盟のディレ

ンマを抱えながら、敵対国に対する「対敵ゲーム」及び同盟を結んだ諸国間

での「同盟内ゲーム」を展開する。併せて、同盟国は同盟の一体性を維持す

るため、同盟国間で対外政策や軍事政策に係る分担等の調整を含む「同盟管

理」を行う必要性に迫られる10。 

このように同盟の形成にはコストが伴うが、そもそも同盟の主たる利益で

ある安全保障の確保は、同盟に限らず自力での軍備増強によっても達成し得

るものである。アルトフェルドは、「国家は期待効用の極大化を図る主体であ

る」と仮定した上で、国家が同盟を形成するか自力での軍備増強を図るかを

選択するに際しては、①安全、②富、③自律性の 3 つの効用関数が作用する

と指摘した11。その上で、国家が新たに同盟を形成する場合は、同盟のコス

トにより③自律性が制約されるというトレードオフが発生し、自力での軍備
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増強によって安全を確保する場合は、②富が減少するというトレードオフが

生じると言及した12。国家はこれらのトレードオフを考慮しつつ、「③自律性

に制約が加わっても軍備増強にかかるコストを回避することで②富の増大が

期待できる」として同盟を形成する選択をするか、「同盟よりも独力で安全を

確保する方が適当」と考えて自力での軍備増強を選ぶ、あるいは、「同盟に伴

う制約が許容できなくなった」ことにより同盟から自力での軍備増強にシフ

トする、のいずれかの判断を下す13。 

このアルトフェルドの理論を踏まえ、本稿では、①安全を「パートナーシ

ップ下の中露協力」から、②富は「軍備増強にかかるコスト」に着目して、

③自律性については「同盟の形成が自律性に及ぼす制約」の観点から分析す

る。次章では分析結果を踏まえ、中露が同盟を形成する妥当性について検証

する。 

 

４ 中露パートナーシップにおける協力の実態 

本章では、まず中露のパートナーシップの変遷を概括する。続いて、パ

ートナーシップ下の中露協力について、アルトフェルドによる同盟の期待効

用理論で示された 3つの効用関数に係る実態を確認する。 

（１）中露パートナーシップの変遷 

1991 年 12 月 24 日のソ連崩壊後に成立したロシアは当初、西側諸国との

外交を重視14した。そのため、中露間で首脳級外交が行われたのは、ロシア

建国から約 1 年が経過した 1992 年 12 月のボリス・エリツィン大統領による

訪中であった。その際、二国間関係は「善隣友好」から出発した15。 

中露関係が初めて「パートナーシップ」と表現されたのは、1994 年 1 月

に、エリツィンが江沢民へ宛てた親書においてであった16。エリツィンは中

露二国間関係を「建設的パートナーシップ」とすることを提起し、同年 9 月

の中露共同宣言において、この「新型パートナーシップ」は「善隣友好」の

発展段階として位置づけられた17。1996 年 4 月には、中露パートナーシップ

はロシアの要望に基づき「戦略協力パートナーシップ」に格上げされたが、

その際、中国はパートナーシップについて、「同盟の性格をもたず、世界の多

極化の進展のなかの新鮮な事物である」と再定義している18。 

その後、国境画定に伴う領土問題の解決、信頼醸成、国境沿いの軍隊の撤

退等を経て、中露善隣友好条約の締結から十周年となる 2011 年には、戦略

協力パートナーシップに「全面的」という形容詞がつけられた19。2012 年 11
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月に中国共産党総書記に就任20した習近平は、同年 5 月にロシア大統領に再

就任したウラジミール・プーチンとともに、この全面的戦略協力パートナー

シップの下で中露関係を推進した。2019 年になると、中露関係には習近平の

代名詞である「新時代」が冠され21、「新時代の全面的戦略協力パートナーシ

ップ」へと格上げされた。 

以降、パートナーシップの修辞に変更はないものの、2022 年 2 月 4 日の

中露共同声明では「中露両国の友好に限度はなく、協力にタブーはない」と

表明され22、2023 年 3 月 21 日の中露共同声明においては、ロシアのウクラ

イナ侵攻を受けても、両国は関係を深化させていくことで合意した旨が示さ

れた23。続く 2024 年 5 月 17 日の中露共同声明では、両国間の軍事演習の増

加及び規模の拡大について述べられ、軍事協力を推し進める方針が打ち出さ

れている24。このように、中露共同声明という両国首脳によるメッセージン

グからは、中露関係はパートナーシップの下で着実に進展していることが窺

える。次節以降はその実態をみていく。 

（２）パートナーシップ下の中露の軍事協力 

アルトフェルドが示した効用関数のひとつ目である①安全について、中国

は現在、同盟ではなく25自力での軍備増強により安全保障を担保している。

ここでは、この①安全に係る中国の選択に影響を及ぼしたと考えられる中国

の軍事力について概括した上で、中露軍事協力の実例として軍事演習を取り

上げる。 

中国の軍事力は、陸上（万人）、海上（万トン）、航空兵力（機数）のいず

れも世界のトップ３以内である。加えて中国は核戦力も保有しており、核の

運搬手段への投資や弾頭の増産にも力を入れている26。つまり中国は自国を

守り得る戦力を保有しているとみられ、ロシアとの同盟によって安全保障を

確保する差し迫った必要性は認められない。 

次に、軍事演習についてみていく。防衛省によれば27、中露両国は 2003 年

以降、上海協力機構（SCO）の枠組みで実施された対テロ共同演習を皮切り

に、共同で軍事演習を実施するようになった。2012 年には、中露の全面的戦

略協力パートナーシップの発展を目的として28中露海上共同演習が開始され、

2018 年からはロシアの年次戦略指揮・参謀部演習に中国が参加している。そ

の後、2019 年には中露双方の爆撃機による共同飛行が、そして 2021 年には

中露艦艇による共同航行が始まった。2021 年からは、中国の戦略演習にロシ

アが参加している。この他、実働演習ではないが、2016 年にコンピューター
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シミュレーションによるミサイル防衛に関する中露共同演習が実施された。

その際、ミサイル発射に関する早期警戒システムやミサイルに関する機微な

情報も両国間で共有されたとみられている29。 

中露軍事演習については、前述のとおり多領域で実施されていることに加

えて、ロシアと集団安全保障条約機構（CSTO）加盟国が実施してきた年次

戦略指揮・参謀部演習に、ロシアの同盟国ではない中国が参加したことは特

筆に値する。ロシアの年次戦略指揮・参謀部演習は、4 つの軍管区が一年ご

とに持ち回りで実施されているが、その内のひとつである「ヴォストーク」

（ロシア語で「東」の意味）は、もともと中国を仮想敵のひとつとして実施

されていた。にもかかわらず、2018 年に実施された「ヴォストーク 2018」

には中国が「友軍」として参加30し、以降、他の軍管区が実施する年次戦略指

揮・参謀部演習にも参加している。 

（３）中国の軍備増強にかかるコスト 

2 つ目の効用関数である②富について、アルトフェルドは、自力での軍備

増強によって安全を確保する場合は減少すると述べている。③自律性に制約

が加わっても、軍備増強にかかるコストを回避することで②富の増大が期待

できるために、国家は同盟形成を選択するという理論である。本節では、ま

ず中国の国防予算を確認し、武器貿易を軸に軍の位置づけについてみていく。 

2023 年の中国の国防予算は 1 兆 5,537 億万元（約 31 兆 740 億円）であ

り、中国の国家予算（中央一般公共予算）21 兆 7,300 億元（約 434 兆 6,000

億円）の約 14%を占めた31。2024 年の中国国防予算をみると、前年度予算額

からの伸び率は約 7.2％、名目上の規模は、1994 年度から 30 年間で 32 倍、

2014 年度から 10 年間で約 2.1 倍となっている32。中国は①安全のために、

自力での軍備増強に相当の国家資源を分配しているといえる。 

中国の国防予算については、内訳が不明瞭で、外国からの装備品購入費や

研究開発費等は含まれていないとの指摘もある33。装備品については、1989

年の天安門事件により西側諸国が武器禁輸措置をとった34ことで欧米から軍

事支援が得られなくなった中国は、その調達先をロシアに変更した。軍の近

代化を目指す中国と、ソ連崩壊後の国家経済の収縮と国防予算の削減により

国防産業に打撃を受けて経済を活発化させる必要があったロシアの、双方の

事情がうまく噛み合ったことで、武器貿易は中露軍事協力の重要な要素とな

った。 

1992 年、中国はロシアとの間で軍事技術協力に関する政府間混合委員会
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（ the Mixed Intergovernmental Commission on Military-Technical 

Cooperation: MICMTC）を設立し、軍事技術協力を公式化した。Su-27、Su-

30MKK、Su-30MK2、キロ級潜水艦、ソブレメンヌイ級駆逐艦、S-300 や Tor

地対空ミサイルシステムを含む大量のロシア兵器が中国に輸入され、中露の

武器移転量は、1999 年から 2006 年にかけてピークを迎えた35。その後、中

国のリバースエンジニアリング問題36により 2007 年以降は減少に転じたも

のの、2008 年に「軍事技術協力における知的財産に関する協定」が締結され、

ロシアから S-400、SA-10、Su-35、戦闘機用エンジンが中国へ移転された37

ことにより、2018 年前後は中露の武器移転量が再び増大した。 

しかしながら以降は比較的低い水準で安定している。その理由として、中

国の兵器製造能力が向上38したことにより、ロシアから完成品の武器を輸入

するあるいは技術支援を受ける必要がなくなったためとの指摘がある39。そ

の一方で、2020 年 10 月のヴァルダイ会議においてプーチン大統領が、「中

露両国は軍事及び防衛産業に係る協力について、武器貿易だけではなく、軍

事技術の共有についても高水準の交流を達成した」と発言しており40、今後、

新たな装備品の売買契約が結ばれる可能性はある41。 

外国からの装備品購入費に関しては、中国の 2023 年の武器輸入額は 1,400

万ドル（1 ドル＝154 円換算で 21 億 5,600 万円）で42、過去 5 年で 44%減少

した。2019-23 年の外国製武器購入国順位表では、これまでより順位を下げ

て 10 位となった43。この背景には武器の国産化があるとされ、中国は武器輸

出において、40 か国の販売先44に 2 億 800 万ドル（1 ドル＝154 円換算で

320 億 3,200 万円）を売り上げている45。 

こうした武器貿易について、かつて中国は「革命外交」の政策に基づき、

社会主義国及び発展途上国に武器を無償で援助していた。「改革開放」以後は、

被援助国の状況に合わせて無償、有償、コスト収取方式、借款、バーター貿

易といったさまざまな方式の武器輸出を行ってきた46。現在、中国の国防産

業は 10 個の集団公司により構成されており、核兵器、ミサイル・ロケット、

航空機、艦艇、情報システムなどの装備品を開発・生産している47。 

中国の国防産業は、「銃口から政権が生まれ」た中華人民共和国の建国にお

いて中心的な役割を果たした軍を支えてきた。国防産業と軍は、1992 年に加

速された「改革開放」以降、特に地方で結びつきを深め、軍産複合体を形成

した48。湾岸戦争を経て、高度な科学技術の軍への取り込みが急務となり、

その後「情報化戦争」への対応が求められる中で、2005 年には軍産複合体を
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是認する「軍民49融合」の概念が提唱された。2015 年になると、「軍民融合」

は国家戦略へと格上げされて、習近平が主任を務める中央軍民融合発展委員

会50及び「軍民融合発展戦略」の下で、中国は経済建設と国防建設を一体化

させ、国家資源を国防・安全保障関連に増配することについて正当化してい

る51。 

軍の位置づけについて、中国は中国共産党全国代表大会の報告や国防白書

において、「世界一流の軍隊」を建設すると述べている52。つまり、中国にと

って軍備増強は、国際及び国内の政治政策に加え、経済政策上においても不

可欠な要素となっている。 

（４）パートナーシップ関係における自律性 

③自律性については、まず中国の外交政策について概観した上で、ロシア

が当事者となった紛争への中国の対応から、中露関係における中国の自律性

の度合いを推し量る。 

中国の外交政策は、1949 年の建国以降、およそ 10 年ごとに変化53してき

た。1950 年代はソ連と同盟を結び「向ソ一辺倒」の方針を掲げたが、中ソ対

立により、1960 年代は米国とソ連を敵と設定した「反米・反ソ二条線」に転

向した。1970 年代になると、敵であった米国との関係を正常化し、ソ連を主

要敵と設定した「一条線」の時期を迎えた。その後、1980 年代は、敵も味方

も設定せず、米ソと等距離を置く「独立自主」路線が敷かれた。冷戦終結後

の 1990 年代は「韜光養晦」をスローガンとし54、2000 年代以降は「パート

ナーシップ」外交が推進された。 

こうした変遷を経て、中国は、①領土・主権の相互尊重、②相互不可侵、

③相互内政不干渉、④平等互恵、⑤平和共存の 5 つの原則を総称した「平和

五原則」55と、米ソいずれの大国にも依存せず、そのどちらとも同盟や戦略

関係を結ばない「独立自主」56を外交における二大基本原則に据えた。つま

り中国は外交政策において、領土・主権に係る①安全と、独立自主に通じる

③自律性とを等しく重んじている。   

次に、ロシアが当事者となった紛争への中国の対応をみていく。 

2008 年にロシア・ジョージア紛争が生起した際、中国は、ロシアが国家承

認したアブハジア及び南オセチア共和国の独立に賛同しなかった。チベット

自治区及び新疆ウイグル自治区を抱える中国にとって、未承認国家問題は両

自治区の独立機運に影響を及ぼしかねないセンシティブな問題であり、中国

はロシアに対し、軍事支援も政治的な支援も行わなかった57。 

ロシアとウクライナの紛争については、中国は 2014 年のロシアによるク
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リミア併合を承認していない。また、国連安保理及び国連総会における、2014

年のクリミアの地位変更に係る住民投票を無効とするウクライナの領土保全

決議及び 2022 年のロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議等に関する

投票について、中国はすべて棄権し、拒否権の行使や反対票の投票を行わな

かった58。加えて、2023 年 2 月には、「ウクライナ戦争の政治的解決に関す

る中国の立場」と題するポジション・ペーパーを中国外交部が発表し、中国

はロシアに対する支援も非難も表明せず、中立の立場を示した59。 

そして中国はロシアと西側諸国との間で板挟みになりながらも、2024 年 5

月にはブラジルとともに、ウクライナ和平案として、共同声明「ウクライナ

危機の政治的解決のための中国とブラジルによる六項目のコンセンサス」を

発表し60、同年 9 月には、同和平案を推進する「平和の友」グループを国連

に設置した61。 

このように、中国はロシアが紛争状態にあっても、中国国内の問題に波及

しそうな国家承認や併合については、承認しないことを選択した。又、中立

を表明するにあたっては、「冷戦思考の排除62」というかねてからの自らの主

張も併せて言及した。そしてポジション・ペーパーの発表が、「グローバル・

サウスから、中国が「責任あるステークホルダー」であると認識されようと

する試みである」との批判63を受けると、中国はウクライナ和平案の提示に

かこつけて、グローバル・サウスとの連携強化や国連の活用といった、中国

自身の政治目的を追求した。中国はいまや、米国に代わるかのような仲裁者

として振舞っている。 

 

５ 同盟の期待効用理論に基づく考察 

前章では、パートナーシップ下の中露協力について、①安全、②富、③自

律性の観点から実態を整理した。とはいえ、これらの要因に相互排他的なも

のはないという点には留意が必要である。本章では、同盟の期待効用理論に

基づき中国が期待効用の極大化を図る主体であると仮定した上で、中露パー

トナーシップを維持し自力での軍備増強を図る、もしくは中露同盟を形成す

る、という選択肢のどちらが、安全保障を確保する上で中国にとってより合

理的であるかについて分析する。 

（１）安全 

中国は、自力での軍備増強により世界有数の軍事力を有し、自国の安全保

障を担保している。ロシアと同盟を結んではいないものの、中露軍事演習に

ついては、パートナーシップ下で領域の範囲及び演習内容の質ともに向上し
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ている。中露両国は、かつて領土争いを繰り広げ、相互を対象として国境沿

いに部隊を配備していたが、同盟関係になくとも「敵」から「友」となり、

それぞれの戦略演習に互いを参加させている。つまり、①安全に係る軍事協

力について、「同盟国であること」は必要条件ではない。①安全の観点からは、

ロシアとはパートナーシップ関係であることが中国にとって利点があり、合

理的である。 

（２）富 

中国は、パートナーシップ下においてもロシアから軍事技術及びノウハウ

に係る十分な支援の提供を受け、武器の複製能力及び革新能力を向上させて

「中国国産兵器」を製造・輸出し、武器貿易においてロシアの競争相手64と

なるまでに成長した。 

中国は国家予算の 14%を国防予算に振り向けている。①安全を同盟に依拠

することでこうした軍備増強のコストを低減できるかについては、中国の政

策上、困難と考えられる。すなわち、「世界一流の軍隊の保有」という国内政

治上の目的達成のためには、同盟形成にかかわらず軍備増強を続けるしかな

い。②富の側面において、同盟形成が軍備増強にかかるコスト回避には結び

つかないことから、中国がロシアとの同盟形成を選択する必然性は生じ得な

い。 

（３）自律性 

仮にロシアと同盟を形成した場合、中国はロシアの政策に巻き込まれ、戦

闘行為を強いられる恐れがあるだけでなく、ロシアと対峙する陣営からの制

裁によって、外交及び経済に大きなダメージを受けることになる。そして同

盟下では、ロシアから中国に対する支援要望は広範かつ大きくなると見込ま

れ、万が一、ロシアが紛争に破れたり、所望の成果を得られないまま停戦に

至ったりする事態となった場合、中国の支援が不十分であったとロシアが中

国に不満を持つ恐れもある。 

中露関係がパートナーシップであることで、これらの危険性を回避し、国

連決議の投票行動においても、ポジション・ペーパーで表明する立場につい

ても、ロシアの意向を強制されることなく、中国の利害に基づき決定してい

る。ウクライナ問題に係る中国の中立は「ロシア寄りの」中立65であると批

判されてはいるものの、中国はロシアと一蓮托生ではなく、「独立自主」を維

持している。つまり、③自律性の観点からは、中国にとってロシアとはパー

トナーシップを維持することが合理的である。 
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（４）まとめ 

アルトフェルドは、国家が①安全を確保するための手段として、同盟又は

自力での軍備増強のどちらを選択するかは、同盟の効果がどれほど期待でき

るかによると述べた。国家が新たに同盟を形成する場合、同盟により①安全

は確保され、自力での軍備増強のための資源の分配が局限できるため②富に

おけるメリットが生じるものの、同盟のディレンマにより③自律性が制約さ

れる。他方、自力での軍備増強によって①安全を確保する場合は、③自律性

は確保されるが、軍備増強に資源を充てる必要があるため②富が減少する。

国家は、このトレードオフを踏まえて期待効用を極大化する主体であると仮

定される。 

中露関係をみると、中国がロシアと同盟を形成することによって①安全を

確保する場合、中国の政策上、②富のメリットとされる「自力での軍備増強

のための資源の分配局限」は極めて限定的であると言わざるを得ない。加え

て、同盟のコストにより③自律性が制約される点について、中国は「独立自

主」の政策上、許容することが難しい。他方、中国が自力での軍備増強によ

って①安全を確保する場合、中露協力はパートナーシップ下で①安全、②富、

③自律性のいずれにおいても十分な成果を得られている。総じて、パートナ

ーシップの利点は同盟形成の効果を上回っていることから、中国にとって中

露関係はパートナーシップであることが合理的であり、同盟にシフトする合

理性は見いだせない。 

 

おわりに 

本稿では、同盟の理論を用いて中露パートナーシップを検証した。ここま

でみてきたとおり、中国にとって、中露パートナーシップの利点は同盟形成

の効果よりも大きく、中国には中露同盟形成のインセンティブが働かない状

況である。とはいえ、パートナーシップ下で中露関係は深化し続けており、

「中露が同盟を結ばない限り、中露関係が日本に及ぼす影響は限定的である」、

ということを意味しない。ついては、今後も中露両国関係に注目し続ける必

要がある。 

最後に、パートナーシップについて触れる。そもそも、パートナーシップ

はどのように理論化を進めるべきなのだろうか。例えば、準同盟66の派生形

とみなした場合、中露両国は、北朝鮮との間でそれぞれ同盟を結んでいるが、

北朝鮮をハブとした準同盟関係として網状型の同盟体系67が発展するとは考
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えにくい。それよりも、同盟の結束戦略68の理論の方がより適切に関係性を

表している。中露の大国間連携は防衛条約ではなく不可侵条約であり、「共通

の防衛」ではなく、「他の大国が得ようとしている利益を承認する中立性」を

連携の根拠とすべき69との考え方もある。 

中国は、同盟を「冷戦の遺物」として否定し、パートナーシップこそが新

しい国家間関係の枠組みであると主張している。その上で、中国はパートナ

ーシップを恣意的に類型化70して運用しており、ロシアはパートナーシップ

の名称を用いつつも、自動参戦条項の有無で弁別71している。このようにパ

ートナーシップの「実践」が先行する中、いち早い理論化が待たれる。 
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71 ロシアは、2024 年 6 月に北朝鮮との間で自動参戦条項が含まれた包括的戦略パー

トナーシップを結び（同年 12 月 4 日に発効）、イランとは 2025 年 1 月に、同条項を

含まない包括的戦略パートナーシップ条約の署名を行った。 


